
 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和５年度 第４回枚方市健康増進計画審議会 

開 催 日 時 令和６年１月 31日（水） 
開始時刻  13時 30分  

終了時刻  15時 00分 

開 催 場 所 枚方市役所 第３分館３階 第３会議室 

出 席 者 
高鳥毛会長、神副会長、小川委員、垣内委員、山羽委員、上羽委員、

御明委員、三宅委員、朝長委員 

欠 席 者 上野委員、吉山委員 

案  件  名 

（１）第３次枚方市健康増進計画素案の意見募集結果（案）につい

て 

（２）第３次枚方市健康増進計画（案）の答申について 

（３）第２次枚方市健康増進計画最終評価報告書（案）について 

（４）第２次枚方市歯科口腔保健計画素案の意見募集結果（案）に

ついて 

（５）第２次枚方市歯科口腔保健計画（案）の答申について 

（６）枚方市歯科口腔保健計画最終評価報告書（案）について 

（７）その他 

提出された資料等の 

名 称 

資 料 １：第３次枚方市健康増進計画素案の意見募集結果（案） 

資 料 ２：第３次枚方市健康増進計画（案）答申（案） 

資 料 ３：第３次枚方市健康増進計画・第２次枚方市歯科口腔保

健計画・第４次枚方市食育推進計画 資料編（別冊）

（案） 

資 料 ４：第２次枚方市健康増進計画最終評価報告書（案） 

資 料 ５：第２次枚方市歯科口腔保健計画素案の意見募集結果

（案） 

資 料 ６：第２次枚方市歯科口腔保健計画（案）答申（案） 

資 料 ７：枚方市歯科口腔保健計画最終評価報告書（案） 

資 料 ８：今後のスケジュール等 

参考資料１：第３次枚方市健康増進計画（案）・第２次枚方市歯科

口腔保健計画（案）について（答申） 

決   定   事   項 

１． 本日の審議会終了後、枚方市長に対して、答申を行う。 

２． 答申を踏まえ、２月２日に予定されている「枚方市健康推進

本部」へ諮り、議会説明、諸手続きを経て３月に本計画の策

定を行う。 



 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
健康福祉部 健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ２人 

 

 

審 議 内 容 
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それでは定刻となりましたので、「令和５年度第４回健康増進計

画審議会」を開会いたします。開会に先立ち、事務局から委員の出

席状況及び傍聴希望者について報告をお願いします。 

 

本日の審議会は、委員 11名中、９名が出席しており、過半数に達

しているため、枚方市附属機関条例第５条２項に基づき、本会議が

成立していることを報告いたします。 

次に、本日の傍聴希望者は２名です。 

 

ありがとうございました。傍聴希望者２名の傍聴を認めます。 

それでは、次第に沿って審議を進めたいと思います。本日が最終の

審議となりますので、よろしくお願いします。前回の審議会からの

修正点や 12月に行った市民意見募集を踏まえて、事務局から説明い

ただきたいと思います。 

それでは、案件１について、事務局から説明をお願いします。 

 

案件１ 第３次枚方市健康増進計画素案の意見募集結果（案）につ

いて、事務局から説明を行った。（資料１） 

 

 ありがとうございました。前回の審議を経て作成された計画案に

ついて、市民に対して意見募集を行い、一部計画本文の修正を行っ

たとのことです。寄せられた主な意見としては、大阪府が進めるア

スマイルに関することや枚方市のひらかたポイントに関すること、

受動喫煙や禁煙対策に関することだったとのことです。案件１に対

してご意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。 

特にご意見がないようでしたら、寄せられた意見に対して、審議

会として回答を行います。 

 それでは、案件２について、事務局から説明をお願いします。 
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案件２ 第３次枚方市健康増進計画（案）の答申について、事務局

から説明を行った（資料２、資料３） 

 

 ありがとうございました。前回の審議からの修正点を中心にご説

明いただきました。本資料をもって、本審議会からの答申とさせて

いただく予定となっていますが、ご意見がある方はいらっしゃいま

すでしょうか。 

 修正意見がないようでしたら、本審議会の答申とさせていただき

ます。 

 なお、資料２の本計画の表紙に少し修正を入れていただくように

お願いしている部分があります。現行案ですと、ゲートボールをし

ている人やウォーキング、ノルディックウォーキングをしている人

のイラストが使用されていますが、「運動」というとこれらのよう

に特別なものをしなければいけないというイメージを与えるのは好

ましくないのではないかと思います。ストレッチなどの日常的な運

動をしているイラストを入れた方が固定されたイメージを与えない

のではないかと伝えていますので、その点は修正がされるかもしれ

ないです。 

 

少しだけよろしいでしょうか。 

 

どうぞ。 

 

23ページのイメージ図ですが、ライフコースアプローチの定義と

して「胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健

康づくり」としているので、赤ちゃんのイラストから始まっている

のは、定義と合わないのではないかと思います。 

 

 垣内委員のご指摘のとおり、定義とイメージ図で合わないところ

があるかと思います。この部分について、修正は可能なのでしょう

か。 

 

新たなイラストを追加するということは、難しいかと思いますの

で、順番を入れ替えるなどが可能か検討します。 

 

 65ページのがん検診の受診率ですが、肺がんを例に見ると、アン

ケートでの受診率が「47.1％」に対して、枚方市の肺がん検診の受

診率が「5.8％」と大きく乖離しています。「枚方市の検診の受診率」

を問われたときに何が答えになるのかがよくわからないです。 
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 また、以前は国民健康保険被保険者を対象とした受診率を採用し

ていたと思いますが、今回は 40～69歳の全住民を対象としており、

職域できちんと受診している人が反映されないため、受診率が低く

なっているので、枚方市の現状が全くわからないのではないかと思

います。 

 

 以前は垣内委員がおっしゃられたように、母数に職域の推定人口

を含まない受診率の算定方法で国へ統計報告を行っていたのです

が、平成 28 年度からは「がん対策推進基本計画」（平成 24 年６月

８日閣議決定）及び「指針」に基づき、40～69歳の全人口を母数と

して算出するように変更されています。 

 

 健康増進法は対象を住民全体としていますが、がん検診に関して

は、統計手法として、40～69歳の住民を母数としている点で矛盾し

たところがあるとの指摘でした。 

 

 76ページに掲載しているとおり、職域での受診率についてもデー

タを把握していると思いますので、受診率に反映することはできな

いのでしょうか。 

 

 76ページで示している指標（項目番号 38）は、枚方市内企業への

アンケートを行った結果であり、「がん検診を実施している又は従

業員に市のがん検診受診を勧奨している事業場の割合」であるため、

職域におけるがん検診の受診率ではありません。現在、職域におけ

る特定健診やがん検診のデータを把握することは、難しい状況です。 

 

 垣内委員がご指摘の点については、本質的な問題、課題となって

いるところで、市民全体のがん予防、対策を考えると正確に市民全

体の受診率を把握し、それを基に目標を立てるべきですが、市では

職域での受診者の把握が難しい。この現状から市民全体の受診率に

近しいものを把握するために市民アンケートの結果から推計して目

標設定を行っているところです。 

 本来であれば、議論を深めたいところではありますが、本日が答

申というところですので、ご了承いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

 わかりました。 

 

 今頃で申し訳ないのですが、基本理念が１文で４行の文章となっ
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ており、少し長い印象があるので、分割して記載したほうが読みや

すいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 上羽委員のご指摘のとおり、この文量となりますと２つに分けた

方が適切ではないかと思いますが、文章として欠落がないように補

った結果がこの基本理念となりますので、ご了承いただければと思

います。 

 細かい点について、まだまだ議論すべき点が残っていると思いま

すが、致命的な修正点がなければ、本日の答申資料として確定させ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、市長への答申資料とさせてい

ただきます。  

 それでは、続いて案件３について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

案件３ 第２次枚方市健康増進計画最終評価報告書（案）について、

事務局から説明を行った。（資料４） 

 

 ありがとうございました。第２次計画の最終報告書（案）につい

て、ご説明いただきました。こちらについて、ご意見がある方はい

らっしゃいますでしょうか。 

 特にないようでしたら、最終報告書について、確定とします。 

 

案件４ 第２次枚方市歯科口腔保健計画素案の意見募集結果（案）

について、事務局から説明を行った。（資料５） 

 

 ありがとうございました。健康増進計画と同様に市民意見募集を

行い、障害者（児）への歯科保健に対してご意見があったとのこと

です。何かご意見がある方はいらっしゃいますか。 

 特にご意見がないようでしたら、寄せられた意見に対して、審議

会として回答を行います、 

 それでは、続いて案件５について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

案件５ 第２次枚方市歯科口腔保健計画（案）の答申について、事

務局から説明を行った。（資料６） 

 

ありがとうございました。先ほどの事務局の説明に対して、ご意

見がある方はいらっしゃいますか。 
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 特にないようでしたら、資料６を本日の答申資料とさせていただ

きます。 

 続いて、案件６について、事務局から説明をお願いします。 

 

案件６ 枚方市歯科口腔保健計画最終評価報告書（案）について、

事務局から説明を行った。（資料７） 

 

ありがとうございました。先ほどの事務局の説明に対して、ご意

見がある方はいらっしゃいますか。 

 特にないようでしたら、案件７について、事務局から説明をお願

いします。 

 

案件７ 今後のスケジュール等について、事務局から説明を行った。

（資料８） 

 

 審議について、本日が最終となりますので、健康福祉部長より一

言ご挨拶させていただきます。 

 

 （挨拶） 

 

 ありがとうございました。本日の審議が最終となりますが、神副

会長から全体を通して、何かありますでしょうか。 

 

 私もいくつか市の健康計画等に関わらせていただいたことがあり

ますが、これだけ立派な健康増進計画、歯科口腔保健計画というの

は、今まで拝見してきた中で一番ではないかなと思っています。そ

れだけ素晴らしいものができたという自負もあるのですが、これは

高鳥毛会長をはじめとした審議委員の皆様の真剣な審議、忌憚なき

意見をいただいた結果、何より事務局の熱意の賜物ではないかと思

います。 

 この計画ができて終わりではなく、本計画の主役である市民の皆

様が自分のペースで健康づくりを進めていただくことを考えます

と、いかに本計画を市民の皆様に知っていただくことが大切ではな

いかと思います。我々、審議委員もその役割があると思いますし、

事務局には、その点について引き続き、お願いしたいと思います。 

 

 ありがとうございました。委員の皆様も全体を通して何かありま

したら、お願いします。 
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 （各委員より挨拶） 

  

ありがとうございました。 

私自身、若い時は、行政は計画を作るだけで終わり、あまり意味

がないのではないかと思う時期もありましたが、この「計画を作る」

ということも評価しなければいけないと思っています。枚方市にお

いても本計画策定のために普段は様々な業務を担っている各部署が

枚方市民へ向けた健康づくりの方向性などについて議論し、イメー

ジを共有することは大きな役割を果たしているのではないかと思い

ます。また、この健康増進法に基づく健康づくりの主役は枚方市民

であり、本計画をその市民へ届け、行動してもらうということが最

初の目標ですが、計画推進に重要な役割を担う医師会、歯科医師会、

薬剤師会、商工会議所や地域の団体が市民に対する健康や医療に関

する計画を一緒に作り、共通のイメージを持つというプロセスを考

えると大きな意味があるのではないかと最近は考えています。 

 委員の皆様からも指摘がありましたが、本計画が策定され、市民

とともに健康づくりを進めるためには、より多くの市民に知ってい

ただき、関係団体を巻き込んでいくことが重要で大きな課題ではな

いかと思いますので、枚方市には事務局を中心に取り組んでいただ

くようにお願いしたいと思います。 

 それでは時間となりましたので、「令和５年度 第４回枚方市健

康増進計画審議会」を終了とさせていただきます。長時間の審議に

ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

 

 


